
－1－ 

令和５年第４回坂町議会臨時会 

会 議 録 

 

 １．招 集 年 月 日    令和５年４月７日（金） 

 ２．招 集 の 場 所    坂町議会議場 

 ３．開 会 （ 開議 ）    令和５年４月７日（金） 

～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ４．出席議員（１１名） 

    １番 向 田 清 一 君       ２番 安 竹   正 君 

    ３番 光 岡 美 里 君       ４番 主 枝 幸 子 君 

    ６番 柚 木   喬 君       ７番 出 下   孝 君 

    ８番 瀧 野 純 敏 君       ９番 大 田 直 樹 君 

    10番 中   雅 洋 君       11番 中 川 ゆかり 君 

    12番 川 本 英 輔 君（議長） 

～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ５．欠席議員（１名） 

    ５番 奥 村 冨士雄 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

         町 長      吉 田 隆 行 君 

         副 町 長      村 上 明 雄 君 

         教 育 長      枝 廣 泰 知 君 

         総 務 部 長      車 地 孝 幸 君 

         民 生 部 長      藤 本 大一郎 君 

         教 育 次 長      坂 本 孝 博 君 

         総 務 課 長      西 谷 伸 治 君 

         企画財政課長      山 本   保 君 

         税務住民課長      河 野 宏 明 君 

         民 生 課 長      宮 本 隆 一 君 

         学校教育課長      藤 原 文 代 君 
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～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ７．本議会に職務のため出席した者の職氏名 

         議会事務局長      西 谷 信 樹 君 

         主 事      梅 田 勝 平 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ８．議 事 日 程 

 議  事 

 

  日程第１           「会議録署名議員の指名」 

  日程第２           「会期の決定」 

  日程第３  議案第30号    「坂町税条例等の一部を改正する条例の専決処分 

                  の承認を求めることについて」 

  日程第４  議案第31号    「坂町国民健康保険税条例等の一部を改正する条 

                  例の専決処分の承認を求めることについて」 

  日程第５  議案第32号    「令和５年度坂町一般会計補正予算（第１号）の 

                  専決処分の承認を求めることについて」 

  日程第６  議案第33号    「令和５年度坂町一般会計補正予算（第２号）」 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ９．議 事 の 内 容 

（開会 午後２時０１分） 

○議会事務局長（西谷信樹君） 皆様、御起立をお願いいたします。 

互礼 

（一同「お願いします」） 

○議会事務局長（西谷信樹君） 御着席ください。 

○議長（川本英輔議員） 皆さん、引き続き御苦労さまでございます。これが最後の議

場での会議になろうかと思います。ひとつよろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席議員は１１名です。 

  会議成立のための定足数に達しておりますので、これより令和５年第４回坂町議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 
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  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  お諮りします。 

  議事事件説明のため、説明員の出席を求めたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 異議なし、と認めます。 

  よって、直ちに出席を求めます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時０２分） 

（再開 午後 ２時０３分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 町長から特に発言を求められておりますので、発言を許しま

す。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 令和５年第４回坂町議会臨時会が開会されるに当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

  皆様方におかれましては、御多忙の中を御出席をいただきまして、厚く御礼を申し

上げます。 

  このたびの臨時会では、４件の案件について御審議をお願いをいたすものでござい

ます。案件の内容につきましては、後ほど御説明をさせていただきたいと存じます。

何とぞよろしく御審議をくださいまして、御承認を賜りますようお願いを申し上げま

して、開会の御挨拶とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、議事に入ります。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員には、坂町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、

６番柚木 喬議員、７番出下 孝議員、８番瀧野純敏議員を指名いたします。 

  日程第２「会期の決定」を議題にします。 



－4－ 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 異議なし、と認めます。 

  会期は本日１日に決定をいたしました。 

  日程第３ 議案第３０号「坂町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を

求めることについて」を議題にします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案第３０号「坂町税条例等の一部を改正する条例の専決処分

の承認を求めることについて」御説明を申し上げます。 

  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律が去る３月３１日に公布されたこと

に伴い、坂町税条例等の一部を改正することについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定によって専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、議会の承認

を求めるものでございます。 

  改正の主な内容につきましては、軽自動車税の種別割のグリーン化特例について、

特例の期間を３年間、２５％軽減の対象については２年間、延長をいたすものでござ

います。 

  その他の改正につきましては、地方税法等の改正に伴う条文の整備でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 質疑なし、と認めます。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 討論なし、と認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） これより、議案第３０号を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに、賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

○議長（川本英輔議員） 挙手全員です。 

  議案第３０号は原案のとおり承認されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 日程第４ 議案第３１号「坂町国民健康保険税条例等の一部

を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて」を議題にします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案第３１号「坂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認を求めることについて」御説明を申し上げます。 

  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律が去る３月３１日に公布されたこと

に伴い、坂町国民健康保険税条例の一部を改正することについて、地方自治法第１７

９条第１項の規定によって専決処分をいたしたもので、同条第３項の規定により、議

会の承認を求めるものでございます。 

  改正の内容につきましては、地方税法等の改正に伴う条文の整備でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 質疑なし、と認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 討論なし、と認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（川本英輔議員） これより、議案第３１号を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに、賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

○議長（川本英輔議員） 挙手全員です。 

  議案第３１号は原案のとおり承認されたことになります。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 日程第５ 議案第３２号「令和５年度坂町一般会計補正予算

（第１号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題にします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案第３２号「令和５年度坂町一般会計補正予算（第１号）の

専決処分の承認を求めることについて」御説明を申し上げます。 

  本年６月に開催をいたしますひろしま「山の日」県民の集いに対する県補助金の内

示が示されたこと、また、小屋浦小学校のプールにおいて、経年劣化による漏水によ

り貯水できない状況であるため、プールの授業開始までに改修工事を実施することと

いたしました。 

  このため、令和５年度坂町一般会計補正予算（第１号）を編成をいたしましたが、

直ちに当該事業の執行手続を行う必要があり、議会を開く時間的余裕がなかったため、

専決処分をいたしましたので、議会の皆様に報告し、承認を求めるものでございます。 

  予算内容につきましては、既定の予算総額に５９５万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を６８億５,９２５万３千円といたすものでございます。 

  ４ページの地方債補正につきましては、学校施設整備事業を追加いたすものでござ

います。 

  それでは、歳入歳出予算につきまして御説明を申し上げます。 

  まず、歳入につきまして、９ページの県支出金、農林水産業費県補助金では、ひろ

しまの森づくり事業を計上いたしました。 

  町債、教育債では、小中学校施設長寿命化事業を計上いたしました。 

  次に、歳出で、１０ページの教育費、学校管理費では、小屋浦小学校プール改修工

事を計上いたしました。 

  その他のものにつきましては、付記説明のとおりでございます。 
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  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  柚木議員。 

○６番（柚木 喬議員） １０ページです。これ、ひろしまの「山の日」の県民の集い

事業というのが８５万円追加になってるんですが、たしか当初４００万円ぐらいのス

タートなんですが、この８５万円の追加の理由を説明願います。 

○議長（川本英輔議員） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本 保君） こちらの８５万円につきましては、当初、県の補助金

３００万円を見込んでおりまして、それプラス坂町の負担が１００万円ございまして、

合計４００万円でございました。そこに県の補助金が追加で１５０万円ほど追加をさ

れまして、それに伴いまして、坂町の負担が６５万円ほど減少いたしました。その差

額分の８５万円を計上をいたしております。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

  中川議員。 

○１１番（中川ゆかり議員） 小屋浦小学校のプール改修工事のことなんですが、急ぎ

で、授業が始まる前に工期を終わらせたいということで専決処分をされたわけですけ

ど、正式な工期と、業者等はもう決まっているのでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本 保君） お答えいたします。 

  業者の選定につきましては、４月１８日に入札を実施する予定でございます。それ

に伴いまして、既に先日、指名業者を選定いたしまして、指名通知を行っております。 

  工期につきましては、また学校教育課長のほうから。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 藤原学校教育課長。 

○学校教育課長（藤原文代君） お答えいたします。 

  工期につきましては、２か月間ということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 中川議員。 
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○１１番（中川ゆかり議員） ２か月間ということで、先ほど全協でも工事内容なんか

の説明はありました。パイプを換えるということで、パイプを換えるということは、

プールサイドを掘るということなので、その後の処理を、プールサイドを、今、コン

クリートのブロックが並んでるような状況で、今、がたがたの状況になっているので、

そこもフラットに、子供がけがをしないように、最終的にしていただきたいなと思う

んですが、いかがですか。 

○議長（川本英輔議員） 藤原課長。 

○学校教育課長（藤原文代君） お答えいたします。 

  改修工事終了後、児童の安全面の確保ができるよう最大限に配慮しながら、工事を

最終的には終えたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

  よろしゅうございますか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 質疑なし、と認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 討論なし、と認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） これより、議案第３２号を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに、賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

○議長（川本英輔議員） 挙手全員です。 

  議案第３２号は原案のとおり承認されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 日程第６ 議案第３３号「令和５年度坂町一般会計補正予算

（第２号）」を議題にします。 
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  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案第３３号「令和５年度坂町一般会計補正予算（第２号）」

について御説明を申し上げます。 

  今回の補正は、急を要する案件につきまして補正計上を行ったもので、既定の予算

総額に３,８２１万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を６８億９,７４６万６千円

といたすものでございます。 

  それでは、歳入歳出予算につきまして御説明を申し上げます。 

  まず、９ページの歳入で、国庫支出金、総務費国庫補助金では、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を計上いたしました。 

  次に、歳出で、１０ページの民生費、保育所費では、保育園等給食費支援事業を計

上いたし、教育費、給食施設費では、学校給食費支援事業を計上いたしました。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  瀧野議員。 

○８番（瀧野純敏議員） まず、確認させてもらうんですけど、これは今までのと違っ

て、家庭の収入ですよね、これに一切関係なく、全児童に当てはまるわけですか、そ

の辺を聞かせてください。 

○議長（川本英輔議員） 宮本民生課長。 

○民生課長（宮本隆一君） 給食費については、保育園、こども園でございますが、こ

れについては、既に収入によって免除されている方がいらっしゃいます。実際に免除

がなくて支払える方について、給食費の無償ということになります。 

○議長（川本英輔議員） 坂本教育次長。 

○教育次長（坂本孝博君） お答えいたします。 

  坂町立学校の児童生徒に対する給食費の支援につきましては、これは全児童生徒が

対象ということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

  柚木議員。 
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○６番（柚木 喬議員） １０ページ全てですけども、保育園についても、学校給食費

についても、これもやっていただいて、私はありがたく思ってます。基本的には大い

にこのことを進めてもらいたいと思ってます。 

  ところで、物価高騰に伴うことなんで、町として早い対応をしてもらったことにつ

いて感謝するんですけども、約５か月間、半年間ぐらいの対象期間だということをお

聞きしたんですが、今回、多分、町長にちょっとお伺いするんですが、政府のほうで

たしか７月末に１兆何千億円のいわゆる臨時交付金が決定されたいうて聞いてたんで

す。きっと坂町にすぐ来るじゃろうということで、情報的にそう思ったんですが、今

回、３,９００万円来たものについて、もろに３,８００万円充てられたと、この給食

費に対してですね。今回はそういう意味で私も歓迎するんですが、あとはどういうふ

うな感じで臨時交付金のことについては思われておられますか。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 報道等ではそういうことも言われておるようでありますけども、

まだ具体的にどうこうという、坂町に予算をどういうふうに配分して、どういう使用

目的で配分するというようなことは一切まだ来ておりませんので、今のところ、私の

ほうからそれに対して申すことができませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 質疑なし、と認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 討論なし、と認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） これから、議案第３３号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

○議長（川本英輔議員） 挙手全員です。 
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  議案第３３号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  最後に、町長から発言を求められておりますので、発言を許します。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 令和５年第４回坂町議会臨時会が閉会されるに当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

  本臨時会にお願いをいたしました案件につきましては、いずれも原案のとおり御決

定をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

  時節柄、季節の変わり目を迎えておりますので、皆様方には御自愛をくださいます

とともに、なお一層の御理解、御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会

の御挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（川本英輔議員） これにて、令和５年第４回坂町議会臨時会を閉会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

○議会事務局長（西谷信樹君） 皆様、御起立をお願いいたします。 

（起 立） 

○議会事務局長（西谷信樹君） 互礼。 

（閉会 午後２時２２分） 


